
姫路市物品調達に係る制限付一般競争入札実施要綱 

平成１９年 ４月 ９日 

（目的） 

第１条 この要綱は、姫路市が実施する物品の調達に係る制限付一般競

争入札について必要な事項を定めることにより、入札のより一層の競

争性を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「制限付入札」とは、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定により市長が一般

競争入札に参加する者の必要な資格を定め、当該資格を有する者によ

り行う当該一般競争入札をいう。 

（対象物品） 

第３条 制限付入札を実施して調達する物品（以下「入札物品」という

。）は、次に掲げる物品のうち、姫路市物品特別調達委員会（以下「

調達委員会」という。）の審議を経て、市長が決定する物品とする。 

(1) 予定価格がおおむね３，０００万円以上の物品 

(2) 前号に掲げる物品のほか、特に必要と認められる物品 

（入札参加資格） 

第４条 市長は、競争入札の参加資格等について（平成２３年姫路市告

示第４０８号。以下「告示」という。）第３項に定める者で、次の各

号のすべてに該当するものでなければ制限付入札に参加させることが

できない。 

(1) 告示第５項の規定に基づく業者登録名簿（以下「登録名簿」とい

う。）に登載されていること。 

(2) 入札物品の調達において、市長の指定する業種が登録名簿に登載

されていること。 

(3) 入札物品の調達の公告の日から入札日までの間において、姫路市

入札参加資格制限基準（平成２５年３月２５日制定）に基づく資格



制限を受けていないこと並びに姫路市登録業者指名停止等措置要綱

（昭和６２年６月２５日制定）に基づく指名停止を受けていないこ

と及び同要綱の措置要件に該当しないこと。 

(4) その他市長が適当と認めた資格を有すること。 

２ 前項第４号の資格は、調達委員会の審議を経て、市長が入札物品の調

達ごとに定めるものとする。 

（公告） 

第５条 制限付入札を実施する場合は、次に掲げる事項を公告するもの

とする。 

(1) 入札に付する事項 

ア 物品名 

イ 数量 

ウ 納入場所 

エ 納入期限 

(2) 入札に参加する者に必要な資格 

(3) 制限付一般競争入札参加資格申込書等の配布期間及び場所 

(4) 入札参加資格の審査及び通知 

(5) 見本の確認等 

(6) 契約条項を示す期間及び場所 

(7) 入札及び開札の日時及び場所 

(8) 入札保証金、契約保証金等に関する事項 

(9) 入札に関する条件 

(10) 入札の無効に関する事項 

(11) その他 

２ 前項の公告は、入札物品の参加申込受付最終日まで行うものとする。 

（入札参加の申込等） 

第６条 制限付入札に参加しようとする者（以下「参加希望者」という

。）は、公告において指定された受付期間内に制限付一般競争入札参



加申込書（以下「申込書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 申込書等は、公告の日から前項の受付期間の満了の日まで財政局契

約課において直接配布するとともに、姫路市役所ホームページで提供

するものとし、郵便、電話等による請求は、これを認めない。 

３ 申込みの受付は公告後速やかに行うものとし、第１項の受付期間は

、姫路市の休日を定める条例（平成２年姫路市条例第１５号）第２条

第１項各号に掲げる本市の休日（以下「本市の休日」という。）を除

き５日以上とする。 

４ 参加希望者は、公告において入札参加資格の確認書類の提出を求め

られているときは、当該書類を市長に提出しなければならない。 

５ 前項の規定により提出された書類の作成に要する費用は、参加希望

者の負担とする。 

（書類の取扱い） 

第７条 前条第４項の規定により提出された書類は、入札執行後もこれ

を返却しない。 

（入札参加資格の確認等） 

第８条 市長は、第６条第１項に規定する受付期間満了後１０日以内に

入札参加資格の有無の決定を行い、参加希望者に制限付一般競争入札

参加資格確認通知書( 以下「確認通知書」という。) により通知する

ものとする。ただし、開札後に入札参加資格を審査する場合にあって

は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定により入札参加資格がないと決定した者から書面

により異議の申出があったときは、速やかに回答するものとする。 

（見本の確認等） 

第９条 入札物品の見本の確認又は貸与は、入札物品の調達に係る公告

の日から入札日の前日までの間、財政局契約課において行う。 

２ 前項の確認の時間は午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午



後５時までとする。 

３ 第１項の貸与を行う日数は、１参加希望者につき１日とし、貸与を受

けた参加希望者は貸与を受けた日の午後５時までに当該入札物品の見

本を返還しなければならない。 

４ 参加希望者が入札物品の見本の確認又は貸与を希望するときは、見本

確認又は貸与申込書により申し込まなければならない。 

（入札保証金） 

第１０条 入札参加者は、入札保証金を現金で納付する場合は、入札日

の前日までに入札保証金納入申告書により、保証金額を申告しなけれ

ばならない。 

２ 入札参加者は、姫路市契約規則（昭和６２年姫路市規則第２９号）第

５条第１項第１号の規定により入札保証金の免除を希望する場合は、

入札日の前日までに、当該保険証書を添えて入札保証金免除申出書に

より申し出なければならない。 

３ 第１項の入札保証金納入申告書及び前項の入札保証金免除申出書は、

本市の休日には提出することができない。 

（初度入札に際しての書類の提示） 

第１１条 入札参加者は、入札物品の初度入札の執行に際して、次に掲

げる書類を提示しなければならない。ただし、規則第５条第１項第１

号の規定により入札保証金の納入を免除された入札参加者は、第２号

に掲げる書類の提示を要しない。 

(1) 確認通知書 

(2) 入札保証金の納入通知書兼領収書 

２ 前項各号に規定する書類の提示のない者は、入札に参加できないもの

とする。 

（入札執行の取消し等） 

第１２条 市長は、不正その他の理由により競争の実益がないと認める

ときは、入札執行を取り消すことができる。 



附 則 

この要綱は、平成１９年４月９日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２１日） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日） 

この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２５日） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年１月３１日） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 附 則（令和２年３月１０日） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


